
日本シーホース協会

定  款

第１章 総則

第 1 条（名称）

本団体は、日本シーホース協会＜NIPPON SEAHORSE ASSOCIATION＞（以下、｢協会｣という）

と称する

第 2 条（標識）

協会は、別に定める｢タツノオトシゴ｣のプロフィールのシルエットを以って、その標識とする。

第 3 条（事務所）

協会は、主たる事務所を理事長住所に置く。

第 4 条（目的）

協会は、シーホース級ヨットを通じて、その健全な発展ならびに普及に努めると共に、会員相互の

親睦融和を計ることを目的とする。

第 5 条（事業）

協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) シーホース艇の設計権の所有、運営並びに規格の維持と変更

(2) シーホース艇の建造認可、計測、登録並びに登録艇台帳の整備保管

(3) 水域毎のフリートの創設、育成、統括

(4) 全日本シーホース級ヨット選手権大会ならびにその他の競技会の開催

(5) 会員相互の親睦を深めるための催事の企画、運営

(6) その他、協会の目的達成のため必要な事業

第 6 条（組織）

協会は、シーホース級ヨット界を代表し、各水域に下部組織として｢フリート｣を設けて、これを統

括し、公益財団法人日本セーリング連盟の特別加盟団体として活動する。

２ ｢フリート｣については、｢日本シーホース協会運営細則｣で定める。

第２章 会員

第 7 条（構成員）

協会の会員は、正会員、一般会員、および特別会員の三種とする。

1. 正会員

協会に登録されたシーホース艇の所有者。

ただし、共同所有もしくは法人所有のシーホース艇についてはその艇を代表する者。

2. 一般会員

正会員以外のシーホース艇の共同所有者もしくはシーホース艇を運用する者。

3. 特別会員

協会の発展のために寄与した者で理事会の承認を得た者。



第 8 条（会費）

協会の会費は、新艇登録料、登録艇年度会費の二種とする。

２ 正会員は、登録艇年度会費を年度初めに所属フリートを経由して協会に支払うものとする。

３ 新艇登録料、登録艇年度会費の金額については、｢日本シーホース協会運営細則｣で定める。

第 9 条（会員総会）

会員総会は、毎年１回、全日本シーホース級ヨット選手権大会の開催時に行うものとする。

２ 前項に定めるほか、会長または理事長は職務執行上必要と判断した時には、臨時会員総会を招

集することができる。

３ 会員総会は、集合会議、オンラインによる遠隔会議又は電子メールによる書面会議により実施

する。

４ 会員総会の承認事項は、次の事項とする。

(1) 第 11 条(役員の選任)に基づき理事会が推薦する役員候補の役員としての承認

(2) 第 34 条(定款の変更)第 2 項に基づく、本定款の重要な変更の承認

(3) その他、理事会もしくは会員総数の 3 分の 2 以上が会員総会における承認が必要と認める重

要事項

第３章 役員

第 10 条（構成）

協会に、次の役員を置く。

(1) 理事 5 人以上 15 人以内

(2) 監事 1 人

(3) 計測委員 業務運営上の必要人数

２ 理事のうち会長 1 名、副会長若干名、理事長 1 名が任命される。

３ 協会は、上記役員の他、名誉会長および顧問の就任を要請することができる。

４ 協会は、上記役員の他、運営上の必要に応じて、事務局及び委員会を設けることができる。

第 11 条（役員の選任）

理事及び監事は、各フリートからの推薦者及び理事の推薦者の中から、理事会の決議により候補者

を選任し、第 9 条（会員総会）の承認に基づき選任する。

２ 会長、副会長、理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任される。

３ 計測委員は、理事会の推薦により選出する。

第 12 条（理事の職務及び権限）

理事は、理事会を構成し、職務を執行する。

２ 会長は、協会を総理し、協会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

４ 理事長は、会長の指揮下で業務統括し、会長、副会長に事故があるときはその職務を代行する。

５ 会長、副会長、理事長以外の理事は、理事会が定める業務を分担執行する。

第 13 条（監事の職務及び権限）

監事は、監査対象の会計年度の連盟の業務が、規約に則り適切に遂行されているかにつき、理事の

職務の執行を監査する。

２ 監事は、いつでも理事に対し報告を求め、協会の業務及び財産状況を調査することができる。

３ 監事は第 31 条に基づく、監査対象の会計年度の会計監査を含め、本条に基づく業務監査の報告

書を作成し、理事会の承認を得るものとする。



第 14 条（計測委員の職務及び権限）

計測委員は計測委員会を構成し、別に定める計測に係わる業務を執行する。

第 15 条（顧問の委嘱）

顧問は、協会に功績のあった者、または学識経験者の中から理事会で推薦し、会長が委嘱する。

２ 顧問は、会長および理事会の諮問に応ずる。

３ 顧問の任期は委嘱から 2 年間とする。再委嘱の場合は、改めて第１項の手続きを要する。

第 16 条（役員の任期）

会長、副会長、理事長の任期は 2 年、他の理事及び監事は 1 年とし、再任を妨げない。

２ 年度中に生じた欠員は必要に応じて理事会においてその後任者を任命する。ただしこの場合、

後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第 17 条（役員の解任）

理事及び監事は、次の場合、理事会の決議によって解任することができる。

(1) 本定款又はその他の規則に違反した場合

(2) 連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合

(3) その他除名すべき正当な事由がある場合

第 18 条（報酬等）

理事、監事、名誉会長及び顧問は、無報酬とする。

２ 理事、監事、名誉会長及び顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが

できる。

第４章 理事会

第 19 条（構成）

協会に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。

２ 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第 20 条（権限）

理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 協会の業務執行に関する重要事項の決定

(2) 理事の職務執行の監督

(3) 予算及び決算の承認

(4) 会長、副会長、理事長、及び監事の選定及び解任

(5) 本定款の改廃

（ただし、第 9 条(会員総会)第 4 項(2)に定める事項については、会員総会の承認を要する。)
(6) その他、理事会が必要と認める事項

第 21 条（招集）

理事会は、理事長が招集する。

２ 会長、副会長、理事は、理事長に対して理事会の招集を要求することができる。

３ 理事会は、集合会議、オンラインによる遠隔会議又は電子メールによる書面会議により実施す

る。

４ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その他理事が理事会を招集する。



第 22 条（議長）

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その他理事が互選により議長を務める。

第 23 条（決議）

理事会の決議は、決議についての利害関係を有する理事を除いた理事の過半数が出席し、その過半

数をもって決議を行う。可否同数の場合には、議長は決裁権を持たず、議案は否決されたものとみ

なす。

第 24 条（書面等の決議）

理事会の決議の目的である事項について、理事長が書面又は電磁的記録により、理事会の決議の目

的である事項であることを明らかにしたうえで提案し、理事全員が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたとき（監事がその提案について異議を述べたときを除く）は、その提案を可決す

る旨の理事会の決議があったものとみなす。

第 25 条（書面等の報告）

理事会に報告すべき事項について、報告義務者が理事及び監事の全員に対して書面又は電磁的記録

により、理事会に報告すべき事項であることを明らかにして、通知したときは、その事項を理事会

へ報告したものとみなす。

第 26 条（議事録）

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

２ 議事録については 5 年間、主たる事務所又は電磁的記録で保管するものとする。

第５章 シーホース艇の登録

第 27 条（艇の建造）

新たにシーホース艇を建造しようとする者は、その都度、所定の新艇登録料等を添えて協会に申請

し、建造許可を得なければならない。

２ 協会は申請に基づき造船規則、図面および艇番号を添え、建造許可証を発行する。

３ 新艇登録料については、｢日本シーホース協会運営細則｣で定める。

第 28 条（艇の計測および登録）

シーホース艇が完成し、協会の計測委員の計測に合格したとき、その艇は台帳に登録され、シーホ

ース艇としての標識と艇番号を掲げ、帆走することが許可される。

２ 登録艇は、改装、大修理または変形した場合は、新たな計測を受けなければならない。

３ 艇番号は、艇が存在する限り、変更することはできない。

４ 廃艇や計測で不合格となった艇の番号を他の艇に使用することはできない。

第６章 予算及び決算

第 29 条（事業年度）

協会の会計年度は、毎年 10 月 1 日に始まり、翌年 9 月 30 日に終わる。



第 30 条（収支予算）

協会の経費は、新艇登録料、登録艇年度会費、各フリートからの分担金（フリート分担金）、寄付金

その他収入を以ってこれに充てる。

２ 正会員は、登録艇年度会費を年度初めに所属フリートを経由して協会に支払うものとし、フリ

分担金に含めて、協会に納めるものとする。

３ 新艇登録料、登録艇年度会費、フリート分担金は、｢日本シーホース協会運営細則｣で定める。

第 31 条（決算）

協会の決算については、毎事業年度終了後、会計担当理事が決算報告書を作成し、監事の監査を受

けた上で、理事会の承認を受けなければならない。なお、決算報告書は会員総会で開示される。

２ 前項により承認を受けた書類を 5 年間、主たる事務所又は電磁的記録で保管するものとする。

第７章 全日本大会

第 32 条（全日本大会の運営）

全日本シーホース級ヨット選手権大会は、毎年 1 回、フリートに委嘱して実施する。

２ 大会への出場艇は、所属フリートの推薦を受けなければならない。

３ 各フリートにおける大会への推薦艇数は、｢日本シーホース協会運営細則｣で定める。

第８章 補則

第 33 条（その他の規則等）

｢シーホース級ヨット造艇規則｣、｢シーホース級ヨット計測規則｣、｢シーホース級ヨット建造図面五

葉｣、「経理規程」「契約規程」および、本協会の運営を円滑ならしめるために理事会にて臨時策定・

変更する｢日本シーホース協会細則｣を本定款に付随する規則として有する。

第 34 条（定款の変更）

本定款は、理事会の決議によって変更することができる。

２ 本定款の重大な変更については、会員総会の多数決による承認を得なければならない。

第 35 条（解散）

協会は、理事会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

第 36 条（委任）

本定款に定めるもののほか、協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

１ この定款（規約）は、1989 年 4 月 1 日より発効する。

・ 2021 年  4 月 1 日 改定

以 上



日本シーホース協会

運 営 細 則

第 1 条（会費等）

1. 定款第 8 条、30 条で定める｢登録艇年度会費｣は 1,000 円とする。

2. 定款第 8 条、27 条、30 条で定める｢新艇登録料｣は 20,000 円とし、建造許可料、図面代および

登録のための計測手数料 1 回分を含むものとする。

3. 定款第 30 条で定める｢フリート分担金｣は、毎年理事会で決定する。

第 2 条（全日本シーホース級ヨット選手権大会への推薦艇）

定款第 32 条で定める｢各フリートにおける大会への推薦艇数｣は、以下の通りとする。

1. フリート毎に 5 艇とし、フリートにおける登録艇数が 5 艇を超える場合は、5 艇を超える 4 艇

毎に 1 艇を加えた艇数とする。

2. ただし、女子艇も含めた出場総数が 50 艇程度までは、前項の規定に関らず、推薦できるものと

する。

3. 出場総数が 50 艇を大きく超過する場合は、理事会において各フリートの推薦艇数を調整する。

第 3 条（フリート）

定款第 6 条で定める｢フリート｣は、以下の通りとする。

1. 本協会の下部組織として各水域にフリートを置く。

2. フリートは原則として 5 艇以上の協会に登録された艇によって構成される。

3. 新たにフリートを設立する場合は、フリートキャプテン、フリート役員等の構成並びにそのフ

リートに所属する正会員及びシーホース艇の名簿を添え、理事会に申請し、承認を得るものと

する。

2021 年 4 月 1 日現在の「フリート」は、以下の通りである。

● 江の島フリート

● 葉山フリート

● 琵琶湖フリート

● 稲毛フリート

● 大阪北港フリート

● 野尻湖フリート

第 4 条（事務所）

2021 年 4 月現在、定款第 3 条で定める｢事務所｣は、神奈川県横浜市に置く。

以 上


